
令
和
７
年
度

令
和
７
年
度

　　

入
所
受
付
が

入
所
受
付
が

始
ま
り
ま
す

始
ま
り
ま
す

【
入
所
基
準
】

　

児
童
の
保
護
者
が
次
の
い
ず
れ
か
の

事
情
に
あ
り
、
保
育
の
必
要
性
を
町
か

ら
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

■
就
労
■
求
職
活
動
※

■
妊
娠
・
出
産
　

■
就
学
■
災
害
復
旧
■
家
族
の
介
護
　

■
保
護
者
の
疾
病
・
傷
害
な
ど

※�

求
職
活
動
の
場
合
、
入
所
認
定
期
間
が

基
本
３
カ
月
で
す
。

【
受
付
期
間
】
11
月
１
日
金
～
11
月
15
日
金

【
申
込
書
類
の
配
布
・
提
出
先
】

　

入
所
を
希
望
す
る
各
保
育
所
等
施
設

   

ま
た
は
、
町
子
育
て
支
援
課

※�

詳
し
く
は
、
申
込
書
類
と
一
緒
に
配
布

す
る
入
所
の
し
お
り
を
ご
覧
下
さ
い
。

　
（
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

※�

年
度
途
中
で
の
入
所
を
希
望
さ
れ
る
方

も
、
な
る
べ
く
こ
の
期
間
で
ご
提
出
下

さ
い
。

※�

町
外
の
施
設
を
希
望
す
る
方
は
、
市
町

村
ご
と
に
受
付
期
間
が
異
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。（
申
請
書
の
提
出
先

は
本
町
）

問
各
保
育
所
等
施
設
ま
た
は
町
子
育
て

支
援
課
☎
０
５
５
６
（
４
２
）
８
２
１
８

世帯階層区分

負担基準額
（３歳未満児）
上段：保育標準時間
下段：保育短時間

第１階層 生活保護世帯 0
0

第２階層 町民税非課税世帯 0
0

第３階層
１ 町民税均等割世帯及び

所得割 24,300 未満
12,000
10,800

２

町

民

税

所

得

割

が

24,300 以上
48,600 未満

14,000
12,600

第４階層

１
48,600 以上
63,400 未満

18,000
16,200

２
63,400 以上
76,000 未満

20,000
18,000

３
76,000 以上
87,000 未満

22,000
19,800

４
87,000 以上
97,000 未満

24,000
21,600

第５階層

１
97,000 以上

122,000 未満
27,000
24,300

２
122,000 以上
142,000 未満

30,000
27,000

３
142,000 以上
157,000 未満

32,000
28,800

４
157,000 以上
169,000 未満

34,000
30,600

第６階層
169,000 以上
301,000 未満

36,000
32,400

第７階層
301,000 以上
397,000 未満

38,000
34,200

第８階層 397,000 以上
40,000
36,000

健
康
管
理

　

内
科
・
眼
科
・
歯
科
・
耳
鼻
科
検
診
、

尿
検
査
を
定
期
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
身
体
測
定
も
毎
月
行
い
、
乳
児
・

児
童
の
健
康
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

給
　
食

　

栄
養
士
に
よ
る
、
年
齢
に
応
じ
た
手

作
り
の
給
食
と
お
や
つ
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
離
乳
食
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
に
も
応
じ
た
調
理
内

容
で
対
応
し
ま
す
。

　

様
々
な
行
事
・
誕
生
日
会
な
ど
に
は

特
別
給
食
と
し
て
お
楽
し
み
給
食
を
実

施
し
ま
す
。
お
や
つ
は
、
３
歳
未
満
児

は
１
日
２
回
（
午
前
10
時
と
午
後
３

時
）、
３
歳
以
上
児
は
１
日
１
回
（
午

後
３
時
）
で
す
。

特
別
保
育

【
障
害
児
保
育
】
心
身
の
発
達
に
障
害

を
持
つ
お
子
さ
ん
も
一
緒
に
「
共
に
育

ち
あ
う
」
保
育
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
乳
児
保
育
】
各
保
育
所
（
園
）
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

【
一
時
預
か
り
】
保
育
所
の
入
所
の
対

象
と
な
ら
な
い
就
学
前
の
児
童
で
、
保

護
者
が
月
に
数
回
程
度
仕
事
を
さ
れ
る

時
、
職
業
訓
練
な
ど
を
受
け
る
時
、
保

護
者
の
生
活
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
家
族

の
入
院
・
通
院
・
冠
婚
葬
祭
な
ど
、
家

庭
で
子
育
て
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ

た
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

【
地
域
活
動
事
業
】
地
域
の
お
年
寄
り

や
小
中
高
生
と
の
交
流
、
育
児
講
座
の

開
催
、
地
域
の
諸
行
事
へ
の
参
加
し
て

い
ま
す
。

子
育
て
相
談

　

電
話
相
談
、
来
所
（
園
）
に
よ
る
相

談
に
応
じ
ま
す
。

そ
の
他

　

親
子
保
育
体
験
入
所
、
園
庭
・
保
育

室
・
プ
ー
ル
の
解
放
、
実
習
生
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ

※第２子以降の保育料は、階層により取り扱いが異なります。

※３歳以上児は無償 ※制度改正等により変更となる可能性有

　第３～５階層：世帯全ての児童のうち第１子は基準額。
　　　　　　　 第２子以降は無料。
　第６～８階層：小学校就学前の児童の範囲で第１子は基準額。
　　　　　　　 第２子は６割軽減。第３子以降は無料。

■■保育料の月額基準額表（令和６年度）保育料の月額基準額表（令和６年度） 単位：円

市川富士見保育所市川富士見保育所
高田152-1☎ 055-272-0260

【定　員】115人
【対象児】６カ月
                〜小学校就学前

【給　食】年齢に応じた
　　　　 完全給食

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

定林寺立正保育園定林寺立正保育園
岩間 4161-5  ☎ 0556-32-2326

【定　員】20人
【対象児】２カ月
                〜小学校就学前

【給　食】３歳未満児は完全
給食/３歳以上児は主食持参

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後7:00
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

高田保育園高田保育園
高田 2786-2 ☎ 055-272-4862

【定　員】60人
【対象児】２カ月
                〜小学校就学前

【給　食】３歳未満児は完全
給食/３歳以上児は主食持参

【保育時間】
（平　日）午前７:15 〜午後６:45
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

ひまわり保育園ひまわり保育園
岩間 2834-3  ☎ 0556-32-2726

【定　員】40人
【対象児】２カ月
                〜小学校就学前

【給　食】３歳未満児は完全
給食/３歳以上児は主食持参

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後7:00
（土曜日）午前８:00 〜午後４:00

三珠保育所三珠保育所
上野2672-4  ☎ 055-272-0512

【定　員】58人
【対象児】１歳
                〜小学校就学前

【給　食】年齢に応じた
　　　　 完全給食

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

大塚保育所大塚保育所
大塚 2077-1 ☎ 055-272-0500

【定　員】40人
【対象児】６カ月
                〜小学校就学前

【給　食】年齢に応じた
　　　　 完全給食

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:30 〜午後４:30

認定こども園市川南幼稚園市川南幼稚園
市川大門 561 ☎ 055-272-1471

【定　員】105人
【対象児】６カ月
                〜小学校就学前

【給　食】年齢に応じた
　　　　 完全給食

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:00 〜正午

認定こども園市川幼稚園市川幼稚園
市川大門1782-1 ☎ 055-272-0156

【定　員】80人
【対象児】６カ月
                〜小学校就学前

【給　食】年齢に応じた
　　　　 完全給食

【保育時間】
（平　日）午前７:30 〜午後６:30
（土曜日）午前８:00 〜午後2:30

充実充実したした保育環境保育環境でで
　子育　子育てをてを応援応援しますします　　　　　　　　

　　

市川三郷町は

町
内
保
育
所
（
園
）

町
内
保
育
所
（
園
）

の
取
り
組
み

の
取
り
組
み

　
町
で
は
、『
安
心
し
て
子
ど
も
を
産

み
育
て
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
』
を
目
指
し
、
子
ど
も
支
援
施
策

を
推
進
し
て
い
ま
す
。
町
内
保
育
所

（
園
）
で
は
、
利
用
者
の
目
線
に
立
っ

た
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、

子
ど
も
が
元
気
に
の
び
の
び
と
活
動

で
き
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
を
行
っ

て
い
ま
す
。
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有料広告

有料広告

利
用
料
金

利
用
料
金
が
変
わ
り
ま
す

が
変
わ
り
ま
す

１０１０
月月
１１
日
よ
り

日
よ
り

大人 小人（小学生）
現行料金 改定後 現行料金 改定後

町
内

入浴のみ
３００円 ５００５００円円

入浴のみ
２００円 ３５０３５０円円

入浴・休憩
５００円

入浴・休憩
３００円

町
外

入浴のみ
４００円

８００８００円円

入浴のみ
３００円 ４００４００円円

入浴・休憩
７００円

入浴・休憩
４００円

終了時間を延長し、休憩時間を設けさせていただきます。

※�キッズスタジオ・ミーティングルーム・フリースタジオ
は、１時間（４２０円）から使用できるようになりました。

現行料金 改定後
町内国保加入者 ３００円

町内 ５００５００円円
町内 ４００円
町外 ５００円 町外 ７００７００円円

民間のノウハウを生かし、民間のノウハウを生かし、

持続可能な施設へ持続可能な施設へ

問町いきいき健康課健康増進係 ☎ 0556-32-2114

六郷の里・ニードスポーツセンター六郷の里・ニードスポーツセンター

　令和７年４月を目途とした民間譲渡の
公募を開始しました。年間約２千万円の

赤字 （町民負担） となっているニードス
ポーツセンターを将来に渡り安定的に運営していくた
めには、町直営方式から、民間資本や地域の力添えを
いただき、官民一体となった施設運営に取り組むこと
が不可欠です。
　民間資本による自主運営を行うことで、民間経営の

ノウハウを最大限発揮することが可能となり、将来に
渡って地域に寄り添った施設の維持が実現します。
　民間譲渡に応募がなかった場合、指定管理者の公募
を行います。民間資本による自主運営に比べ、柔軟性
は劣るものの、民間経営のノウハウを活用することが
可能となるため、一定の経営改善効果が期待できます。
　持続可能性向上に向けた取り組みのため、施設利用
者や町民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

現在 変更後
終了時間 午後８時 午後９時午後９時
休憩時間 設定なし 午後３時～４時午後３時～４時（１時間）（１時間）

問町いきいき健康課健康増進係 ☎ 0556-32-2114問町いきいき健康課つむぎの湯係 ☎ 0556-20-2651

六郷の里 つむぎの湯六郷の里 つむぎの湯 六郷の里 ニードスポーツセンター六郷の里 ニードスポーツセンター

避
難
所
運
営
訓
練
・
宿
泊
体
験

避
難
所
運
営
訓
練
・
宿
泊
体
験

避
難
所
に
泊
ま
っ
て
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

日
時

場
所

　

大
規
模
災
害
時
の
避
難
所
を
想
定
し
、

食
事
や
宿
泊
な
ど
を
体
験
し
ま
す
。
避
難

所
生
活
の
不
自
由
さ
を
理
解
し
、
日
ご
ろ

か
ら
家
庭
や
地
域
で
備
え
ま
し
ょ
う
！

１０月２６日土午後４時３０分から

１０月２７日日午前８時まで

◎�０歳から高齢の方まで、もちろん障害のあ◎�０歳から高齢の方まで、もちろん障害のあ
る方もご参加いただけます。る方もご参加いただけます。

※�※�未成年者は同意書を、中学３年生以下の方は保護者同伴でお未成年者は同意書を、中学３年生以下の方は保護者同伴でお
願いします。願いします。

◎参加者は◎参加者は原則宿泊原則宿泊していただきます。していただきます。

◎食事は◎食事は非常食の試食非常食の試食となります。となります。

◎防災の講習を実施します。◎防災の講習を実施します。

◎◎�空のペットボトルをご持参下さい。�空のペットボトルをご持参下さい。そのほか避そのほか避
難所生活でご自身が必要と思うものや毛布・難所生活でご自身が必要と思うものや毛布・
寝袋などは参加者各自でご準備下さい。寝袋などは参加者各自でご準備下さい。

市川三郷町六郷町民会館
（市川三郷町岩間４９５）

１０月１８日金まで

町防災課へ電話または
QRコード（くらしねっと）▶

　防災行政無線２８０MHz 転
換工事を実施します。

【期間】１０月１日～１０月中旬
※�工事中は、一時的なデジタル音
声と肉声音声の混在により放送が
聞きにくくなることがございます。

ご参加いただく皆さまへご参加いただく皆さまへーー

参加費
無料

申
し
込
み

被害を最小限最小限に食い止める

地地震震に対する日々の備え

防災行政無線が
デジタル音声デジタル音声となります。

✓ 非常食や飲用水の備蓄
（水は 1人１日３リットル）

家や倉庫などに１週間分、分散し
て備蓄しましょう。

✓ 家族会議
家族の安否確認方法
などを確認しましょう。

✓ 家具の固定
被害を最小限にするため、家具
の固定をして下さい。

その他の対策を見る▶

問問町防災課防災防犯係☎ 055-272-1175町防災課防災防犯係☎ 055-272-1175

10
2024

10
2024
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